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１．ベンチャーデット活用事業と公募の概要  

 

１－１．事業の概要 

全国的に金融機関によるベンチャーデット等のスタートアップ支援を強化する動き

が高まっており、特に、地域の金融機関のベンチャーデットを受けたスタートアップは、

融資元金融機関のネットワークや支援メニュー等の活用が可能で、地域での成長の

加速化に繋がっています。 

本事業は、急成長を目指す市内のスタートアップに対して、豊富な経験とネットワー

ク等を有する地域の金融機関からのベンチャーデットを促進し、資金調達環境の活性

化と成長の加速化を図ることを目的に実施するものです。 

本事業では、浜松市が認定する、地域金融機関のベンチャーデットと同額の交付

金を交付するとともに、最大 2 年間、スタートアップの経営基盤の強化や財務管理体

制の整備についても併せて支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２．公募概要 

   本事業では、交付金の公募に先立ち、金融機関を認定しています。（上図①②）。 

認定した金融機関からのベンチャーデット（上図③）を受けるスタートアップが、別に公

募する交付金に申請することが出来ます。（上図④） 

   本公募要領では、市内スタートアップを支援する認定金融機関を募集します。 

  認定申請書の受付期間は次のとおりです。 
 

【受付期間】 令和 8 年 4 月２２日（水） ～ 令和 8 年 6 月１１日（木）   
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【令和 8 年 金融機関の公募・認定スケジュール】 

時期 内容 

４月２２日（水） 公募開始 

６月１１日（木） 
公募締切 

※ 受付期間を過ぎて到着したものは、審査対象とはなりません。 

６月中旬 書類審査等 

６月下旬 認定金融機関の公表 

 

 

２．公募要件、認定プロセス 

  

２－１．認定金融機関の必須要件 

 本事業にて認定対象となる金融機関は、下記①～⑤の全ての要件を満たす者です。 

① 次に掲げる金融機関であること 

ア 銀行 

イ 信用金庫及び信用金庫連合会 

ウ 労働金庫及び労働金庫連合会 

エ 信用協同組合及び信用協同組合連合会 

オ 農業協同組合及び農業協同組合連合会 

カ 株式会社商工組合中央金庫 

キ 株式会社日本政策金融公庫 

② スタートアップに対するベンチャーデットの実績がある、又は、年度内にベンチャーデ

ットの商品を導入予定 

  【ベンチャーデット】 

本事業でいうベンチャーデットは、金融機関からスタートアップに対する融資のうち、スタートア

ップの事業成長に期待し、スタートアップに成長資金の融資（２年以上の借入期間における無

担保及び無保証融資（ただし新株予約権の設定及び静岡県信用保証協会付（スタートアッ

プ向け保証に限る※）は可）を実行するものをいう。 

    ※スタートアップ創出促進保証、スタートアップ推進保証（ファンド協調型） 

③ 浜松市内に本店又は支店を有すること 

④  暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれ

かが役員（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき

者、支配人及び精算人をいう。）となっている機関に該当しないこと 

⑤ 本市のスタートアップエコシステムの発展に協力・貢献すること 



令和 8 年度「浜松市ベンチャーデット活用事業」 金融機関公募要領  

- 3 - 
 

２－２．認定金融機関の協力事項 

（1） 浜松市ベンチャーデット活用事業に採択された事業者（スタートアップ）に対して、

原則として、浜松地域でのビジネスマッチング等のスタートアップ支援を行い、事業化

を促進すること。 

   また、スタートアップ支援の提供においては、可能な限り、手数料その他の料金を

徴収しない又は優遇すること。 

（2） 浜松市ベンチャーデット活用事業に採択された事業者の認定事業の実施期間中

の資金繰り及び資本政策を健全に保つようモニタリングを行うこと。 

（3） 事業者に対するスタートアップ支援の進捗を、本市の求めに応じ、報告すること。 

 

２－３．認定期間 

２年（2026（令和 8）年度から 2027(令和 9)年度） 

 

２－４．認定プロセス 

浜松市は、申請書類の内容の確認を行うとともに、応募者が、「令和 8 年度 浜松市

ベンチャーデット活用事業 金融機関公募要領」で定める要件等を満たしているか否か

について審査を行い、認定金融機関を決定します。その際に、浜松市が必要と認める

場合は、応募者に調査、質問等を行うことがあります。 

 

２－５．認定の通知及び公表 

（1） 認定結果の公表・通知 

   認定金融機関の法人名称は、本市公式ホームページ等にて公開します。 

また、別途申請者へ書面で通知します。 

（2） 認定条件について 

  認定に諸般の条件を付す場合がありますのでご了承ください。 
 

 

３．申請の手続 

 
３－１．申請方法■  

   浜松市ベンチャーデット活用事業事務局へ E-mail にて送信してください。 

 

 （浜松市ベンチャーデット活用事業事務局） 

 浜松市 産業部 スタートアップ推進課 担当者：永井、柴田 

  E-mail：vs-sangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp   
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■ 添付書類 

【必須添付】 

①申請書（様式あり：A4 用紙４ページ以内） 

②会社定款又はそれに相当するもの（様式は任意、公開 URL でも可） 

【任意添付】 

③その他、ベンチャーデットの実績・商品内容等がわかるもの（パンフレット、WEB

ページ等） （様式は任意） 

 

３－２．申請に関する注意 

 （1） 不備がある場合 

・ 応募資格を有しない者又は不備がある申請は受理できません。 

・ 申請書類に不備があり、提出期限までに修正できない場合は、申請を無効とさ

せていただきます。 

 （2） 秘密の保持 

     申請データは、本事業の認定金融機関の選定のためにのみ用い、公文書等の

管理に関する法律に基づく行政文書管理に関するガイドラインに沿い定められた関

係規定により、厳重な管理の下、一定期間保存します。取得した個人情報は、法

令等に基づく場合の提供を除き、認定金融機関の選定に係る審査に利用しますが、

本事業の目的以外で利用することはありません。 

  

（3） 記入言語 

     申請書類は、日本語で記載してください。 

 

 

４．申請にあたっての留意事項 

 

４－１．暴力団排除に関する誓約事項 
 
「浜松市ベンチャーデット活用事業」認定金融機関の申請にあたり、次の事項につい

て誓約します。 

また、浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に

照会することを承諾します。 

次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

（１）暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」と

う。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

（２）暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 
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（３）暴力団員等と密接な関係を有する者 

（４）前３号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは

監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人

その他の団体 

 

４－２．認定の取消 

以下の場合、認定を取り消します。 

（１）各要件に合致しなくなった場合。  

（２）各努力義務等の履行に向けできる限りの行動を遂行していないと認められた場合。 

（３）申請書類に虚偽の内容が含まれていたことが発覚した場合。  

（４）その他浜松市が認定について適切でないと判断した場合。 

 

 

５．問い合わせ先 

 

 （浜松市ベンチャーデット活用事業事務局） 

 浜松市 産業部 スタートアップ推進課 担当者：永井、柴田 

  E-mail：vs-sangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp  TEL：053-457-2825 
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本公募要領における用語定義 

 

〇スタートアップ 

 革新的な技術やビジネスアイデアを持ち、社会課題の解決などを通じて社会に新し

い価値を提供することにより、短期間での飛躍的な成長を目指す企業 

 

〇ベンチャーキャピタル 

スタートアップへの出資機能及び事業化支援機能を有する事業者（ベンチャーキャ

ピタル及びシードアクセラレーター等） 

 

〇スタートアップエコシステム 

 スタートアップが集積、成長する環境が整うことで、次々と新たなスタートアップが生

まれる好循環のこと 

 

〇交付金（ベンチャーデット活用事業） 

  認定金融機関から令和 8 年度中に受けた融資額に応じて、交付金を交付※１ 

 ・令和 8 年度概要 《予定》 

        本店 
項目 市内本店 市外本店 

交付 

要件等 
市内登記 本店登記 

生産拠点又は研究拠点 

の登記 

市内従業員 1 人以上 3 人以上 

交付率 1/2 

交付上限額  

※2 
4,000 万円 3,000 万円 

  
 

※1 … 過去に「浜松市ファンドサポート事業」のデット枠の採択者は対象外 

※2 … 「認定金融機関からのベンチャーデットと同額」又は「認定事業費の 

1/2」」以下 
   

 



 
 

令和 年  月  日 

（あて先）浜松市長 

住 所 

金融機関名 

申請責任者役職及び氏名               

 

令和８年度浜松市ベンチャーデット活用事業 

認定金融機関申請書 

 

標記について、「令和８年度浜松市ベンチャーデット活用事業  金融機関等公募要領」

に同意しましたので、下記のとおり申請します。 

 

記 

１．申請者概要 

金融機関名   

代表者役職及び氏名   

本社所在地 〒 

設立年月日  

担当者 

氏 名： 
所 属： 
住 所： 
電 話 番 号： 
メ ー ル ア ド レ ス： 

 

２．確認事項（下記に☑を記入してください） 
 
□ 同一金融機関内で、本公募要領に基づく他の申請がないことを確認している。 

 
暴力団排除に関する誓約 

□ 令和８年度浜松市ベンチャーデット活用事業認定金融機関の申請にあたり、下

記事項について誓約し、承諾します。 

（１）次に掲げる者のいずれにも該当しません。 
・暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」

という。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 
・暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 
・暴力団員等と密接な関係を有する者 
・（法人その他の団体の場合）上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責

任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配

人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体 
（２）浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照

会することを承諾します。 



３．申請の概要  

これまでの金融機関

としての実績 

今後の予定・検討 

下記観点を踏まえて、具体的に記載してください。 

 

①スタートアップに対するベンチャーデットの実績  

項目 有無 

ベンチャーデットの実績 有 ・ 無 

 （有の場合、開示できる実績） 

  

 ※取扱いをした案件数、代表的な事業の内容及び融資内容、

エグジット実績等を併せて記載してください。（ブリッジ

ファイナンス（短期融資）や創業融資ではないスタートア

ップの成長を加速させた事例を記載してください。） 

 

 

（上記①で無の場合） 

②年度内にスタートアップに対するベンチャーデットの商 

品の導入予定 

項目 有無 

ベンチャーデットの商品導入予定 有 ・ 無 

 （有の場合、開示できる内容） 

 

 ※現在導入を予定しているベンチャーデット商品の内容、

導入時期等を記載してください。 

 

浜松地域でのスター

トアップ支援 

下記観点を踏まえて、具体的に記載してください。 

 

①浜松地域でのビジネスマッチングや取引先の紹介などのス

タートアップ支援を行う金融機関の支援機能（金融機関の

支店、人員、ネットワーク）  

 

項目 有無 

市内の支店 有 ・ 無 

 （支店名と住所等を教えてください） 

 

※市内本店又は支店は必須要件です 

・●●支店  浜松市●区●町●番地の● 

 

 

 



項目 有無 

スタートアップ支援を行う組織、人員 有 ・ 無 

（有の場合、部署名、担当する人員数等を教えてください） 

 

 

項目 有無 

ネットワーク 

（スタートアップに紹介可能な浜松

地域の顧客、連携先等） 

有 ・ 無 

 （有の場合、開示できる内容） 

 

※ネットワークの活用により事業化を促進できる内容を併

せて記載してください。 

 

 

 

 

浜松市のスタートア

ップエコシステムの

発展に協力・貢献 

下記観点を踏まえて、具体的に記載してください。 

 

①本市のスタートアップエコシステム発展への貢献意欲 

項目 有無 

貢献意欲 有 ・ 無 

 （有の場合、本市のスタートアップエコシステムの発展に

協力・貢献できる内容） 

 

※浜松市のスタートアップ関連事業への参画（イベント参

加、登壇、メンタリング対応等）など協力・貢献できる内

容 

 

 

 

上記事項について、Ａ４用紙で４ページ以内厳守で作成。 

※４ページを超える部分は審査の対象外になりますのでご注意ください。 


